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第４号様式（第１０条関係） 

   会   議   録 （要 旨） 

会 議 名 武蔵村山市緑化審議会（第３回） 

開 催 日 時 平成２７年 ２月２７日（金） １５時３０分 ～１７時００分 

開 催 場 所 市役所３０１会議室 

出 席 者 及 び 

欠 席 者 

 
出席者： 宮林茂幸委員  山下博史委員  布田傑委員  

  田中博美委員  高橋勇治委員  吉田豊委員    
欠席者： 瀬上和恵委員  網代準一委員 
 

議 題 

 

議題１ 保存樹林等奨励金について 

議題２ グリーンヘルパー制度進捗状況について 
 

結 論 

 
 

（決定した方針、残

された問題点、保留

事 項 等 を 記 載 す

る。） 

 

議題１について： 保存樹林等奨励金について 

 

保存樹林等奨励金について緑化審議会委員にて審議、検討を行っ

た結果、下記のとおり交付の対象および奨励金の額について。 

また、保存樹林の公開に向けた緑化審議会としての意見について

決定する。 

    

保 存 樹 林 

 

（１） 公開樹林地として、当該樹林地が公開樹林となる場合、保        

存樹木等の指定を受けた樹林、平地林（宅地介在山林であつ

て宅地並みに課税される土地をいう。）であり、かつ、所有

者等において、１０年間、その敷地内を市民が散策可能であ

り、公開出来るものであるときは、その所有者等の申請によ

り当該樹林を公開樹林として指定することが出来る。 

 

（２） 公開樹林地として、当該樹林地が公開樹林となる場合、当

該公開樹林に係る土地の各年度分の固定資産税及び都市計画

税の合計額の全額免除を行う。 

 

 

  現在、保存樹林地として指定を受ける樹林地の公開樹林に向 

けた、地権者に対する借用契約交渉については、現在の所有者 

の意向で、借用は出来ないとの結論のため、緑化審議会として 

の考え方としては、相続等の時期に次期所有者に対する借用交 

渉をしていく考えで結論付ける。 
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④  現行の条例規則の条文にない、項目として 1、都市計画税及び 

固定資産税の滞納のない方。2、１０年以上維持管理が出来る方

この 2 項目を、平成２８年３月３１日までの指定期間終了以 

降の平成２８年４月１日付の条例施行規則の一部改正施行に向

けた準備を行う。 

 

 （ 保存樹木・生け垣をなす樹木の集団（保存生け垣）について 

も、上記記載の内容と同様に、一部改正施行を行う。） 

 

        

    生け垣をなす樹木の集団（保存生け垣）  

         

※  武蔵村山市みどりの保護及び育成に関する条例第６条に規定 

する保存樹林等の指定基準の道路について 

 

道路とは、 次の（１）～（３）のいずれかに該当するもの 

（１）公道        

（２）私道のうち、起点及び終点が公道又は幅員が４ｍ以上

ある袋小路でない私道に接するもの。   

（３）私道のうち、幅員４ｍ以上でかつ延長が２０ｍ以上の

袋小路のもの。 

 

   上記記載の内容（道路の定義）について、平成２８年３月３

１日までの指定期間終了以降の平成２８年４月１日付の条例

施行規則の一部改正施行に向けた準備を行う。（項目追加） 

 

 

      新規生け垣の設置、ブロック塀等撤去  

 

①   新規で７ｍ以上の生け垣を設置する方（１回限り） 

②   新規生け垣１ｍにつき３，０００円を助成（限度額２１，０  

００円） 

③   １０年以上にわたり、維持管理が出来る方（協定期間１０年    

） 

④   生け垣を設置するに当たり、既存の塀を撤去する場合、 

１ｍにつき最大下表の助成額を撤去費用として交付する。

       

 

撤去する塀の種類  

 

   石積み塀（裏込めｺﾝｸﾘｰﾄを含む、）ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ塀 

助成額 ３，０００円／ｍ  限度額 ９０，０００円 

 

万年塀 空石積み塀 板塀    

  助成額  ２，０００円／ｍ  限度額 ６０，０００円 
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金網塀及び市長が特に塀と認めるもの  

助成額 ３００円／ｍ  限度額 ９０，０００円 

               

 現行の条例規則の条文にない、項目として、平成２８年３

月３１日までの指定期間終了以降の平成２８年４月１日付の

条例施行規則の一部改正施行に向けた準備を行う。（項目追

加） 

 

   次回、平成２７年第１回緑化審議会においても継続審議

し、改正にともなう規定の整備についても改正案を緑化審議

会へ提出し、審議を行っていくことで承認をいただく。 

 

議題２について 

 

武蔵村山市グリーンヘルパー制度進捗状況について   

  

平成２６年度武蔵村山市グリーンヘルパー育成講座実施報告事項 

 

   武蔵村山市グリーンヘルパー育成講座実施計画について 

     

    今後の実施計画としては、平成２７年度に２級講座実施。 

   平成２８年度に１級講座実施。平成２９年度以降に３級講座

を実施する予定で決定する。  

 

 議題３ その他 

 

    武蔵村山市グリーンヘルパー１級登録者（推薦書及び経歴

書の審査）の推薦に係る審議を行った結果、グリーンヘルパ

ー１級登録者として、推薦の承認を受ける。 
 

 

 

   

司    会 

◇ 開  会     開会の挨拶   （堂垣道路公園課長） 

 

◇ 挨  拶            （鈴田建設管理担当部長） 

 

 

議題１   保存樹林等奨励金について 

                    （説明者 叶野主任） 

     事務局よりの資料説明は以下のとおり。 

 

まず、初めにお手元の資料の確認をお願いする。 

 議題１ 保存樹林等奨励金制度について御説明させていただ

く。 
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初めに、資料１－１ をご覧いただく。 

  資料番号１－１の 2 枚の資料については、第１回 2 回の審議、 

 

検討を行った結果、緑化審議会として決定をした内容を記載して

いる。 

  保存樹林に関しては、奨励金額 １平方メートルにつき、現行

金額１２８円、もしくは、増額との 1 回目の決定から、第 2 回の

審議会では、各近隣市の奨励金額を参考の上、審議をした結果、

増額は厳しいが、所有者の維持経費は奨励金額だけでは、カバー

出来ないことから、現状金額の維持との結論をいただいた。  

  また、現行の条例規則の条文にない、項目として、1 つ目は、都

市計画税及び固定資産税の滞納のない方。2 つ目は、１０年以上維

持管理が出来る方。以上、２項目を、平成２８年３月３１日まで

の指定期間終了以降の平成２８年度 4 月 1 日付の条例施行規則の

一部改正施行に向けた準備を行う。 

 

続いて、保存樹木については、保存樹林の奨励金額の結論と同

様に、現行金額の１本あたり、４５００円の現行金額の維持。 

また、樹林同様に、税金の滞納、１０年間の維持管理の制約項

目が付け加える。 

 

続いて、生け垣をなす樹木の集団（保存生け垣）については、

指定基準の生け垣の長さが、現行は１０ｍであるが、改正の際

は、７ｍに変更すると決定した。 

  また、樹林、樹木と同様に奨励金額については、１ｍつき、１

５０円の現行金額の維持。 

  また、樹林、樹木同様に、税金の滞納、１０年間の維持管理の

制約項目が付け加える。 

 

次に、二枚目をご覧いただく。 

 

また、条例施行規則での道路の定義として、記載のとおりの内

容が、改正項目して付け加える。 

 

続いて、生け垣設置をなす樹木の集団（保存生け垣）に新規に 

制度化する内容として、新規に生垣設置をした場合、７メートル

以上のものを指定基準とし、１ｍにつき、３，０００円を助成す

る。 

  協定期間は１０年で、維持管理が出来ることが条件となる。 

 

  また、新規生垣を設置するにあたり、既存の塀を撤去する場合

には、１ｍにつき、塀の種類により、撤去費用を助成する。詳細

については、記載のとおりになる。 

 

以上が第２回までの緑化審議会にて、審議、決定した保存樹林

奨励金制度についての事項となる。 



5 

 

 

続いて、資料１－２をご覧いただく。 

こちらの資料については、第１回、第２回の緑化審議会にて委 

 

員の皆様から、樹林地を保護する目的で公開樹林に向けた契約交

渉を提案されている当該樹林地についての奨励金支給額と所有者

に係る課税額を記載している。 

 

続いて、資料１－３ をご覧いただく。 

 

こちらの資料については、現在の武蔵村山市みどりの保護及び

育成に関する条例の保存樹木等の指定に係る第６条を記載してい

る。 

  契約交渉を行った、奨励金を支給している樹林地が公開樹林地

に指定がされた場合の条例の改正(案)について記載している。 

  

続いて、資料１－４ をご覧いただく。 

 

こちらの資料についても、現在の武蔵村山市みどりの保護及び 

育成に関する奨励金交付要綱の奨励金の額第３条を記載してい

る。 

  こちらについては、契約交渉の結果、公開樹林に指定をされた

場合の交付要綱の改正(案)について、記載させていただいた。 

 

  資料１－４ 資料１－５については、あくまで、樹林地所有者

の公開樹林地の契約交渉が締結された場合にこのような、条例や

要綱の一部改正がされる。 

 

  続いて、資料１－５ をご覧いただく。 

 

樹林所有者との、借用契約交渉の結果について、まとめさせて

いただいた。 

  記載のとおりではあるが、交渉は決裂してしまう結果となった

が、これからの当該樹林地について、市の今後の対応について、

緑化審議会としてのご意見をお伺いしたいと考えている。 

 

  続いて、参考資料をご覧いただく。 

 

こちらの資料については、近隣自治体で、保存樹林や公開樹林

について、まとめさせていただいたものとなる。 

 

以上が、議題１、保存樹林等奨励金制度についての資料説明に

なる。 

 

委員の皆様には、今後の樹林地について、緑化審議会としての

考えを御審議をいただきたい。 
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また、公開樹林に指定がされるようなことになった場合を想定

して、条例や要綱の記載の指定の期間や、税額の減免について

御検討をいただきたい。よろしく御審議をお願いしたい。 

 

参考までに、樹林地の最新の写真を３枚プリントアウトして

いるので、委員の皆様に御回覧いただきたい。お手数だが、こ

ちらから、回覧していただきたい。 

 

  以上で、説明を終了。  

   

これからの議題に対する発言については以下の表記を用いる。 

 

 

 ★ 審議会会長発言 〇 審議会委員発言 ● 事務局職員発言 

 

★  事務局から、前回の第２回緑化審議会にて決定した内容の

項目についての説明と、前回、第１回緑化審議会にて、議論

された保存樹林地の公開に向けた借用交渉についての結果の

説明があった。今回の審議会での審議項目としては、公開樹

林地に指定された場合、それらの付随する条例一部改正(案)

についてと、公開樹林地の借用交渉結果が決裂したとの報告

が事務局から説明があったが、緑化審議会としての考え方や

方向性について審議することでよろしいか。 

 

●  そのとおりです。 

 

★  委員の皆さんの御意見はいかがか。 

 

○  地権者（Ａ氏）について、市の職員時代に面識があるので

見識について説明するが、非常に難しい方で交渉にはかなり

苦労をされたのでは。はたして、公開樹林地として交渉を続

けることは、現状では厳しい方との交渉になると感じる。相

続等で、世代が変わり、相続者（息子）の代にならないと、

交渉は厳しいと思われるが、事務局の意見は。 

  

●  交渉には、主査の高橋と叶野主任が出向きました。委員の 

意見と全く同感で、交渉の趣旨を説明することも、遮られ、 
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市への不満や市職員への不信感、市民への苦情等の話しのみ 

で全く借用交渉に至らなかった。 

 

交渉の中で、地権者からの言葉として、当該樹林地につい

てのライフワークとして、維持管理をする楽しみを市が取り

上げないでくれとの話があった。公開樹林として、市民が出

入り出来ることを前提として、公園緑地等ボランティアやグ

リーンヘルパーが、維持管理を目的として活動出来るフィー

ルドとして、事務局としては構想を持っていたが、地権者

が、それを人に任せたくはないとの事であった。第１回目の

交渉ではあったが、委員が発言されたように、相続等が発生

した際の時期には、開発等でなくなる可能性は否定出来ない

が、そのタイミングでの交渉になろうかと考えている。なの

で、当面は、現行の奨励金制度での樹林地の保存となるのか

という感触がある。 

 

 ○  今回の審議会では、今後、公開樹林地として将来実現を想 

定して、公開樹林に指定された場合についての制度や条件を 

決めていけば良いのでないか。 

 

 ★  委員から意見があったが、他の委員についての意見は。 

 

 ○  異議なし 

 

 ★  それでは、公開樹林になった場合を想定して、その制度に 

ついての条件（指定期間や減免）について、審議をしていき 

たい。事務局から、資料１－３と１－４について、提案があ 

り、公開樹林をされた場合に係る、条例や施行規則の一部改 

正案が提案されている。委員の皆様、読み進めていただき、 

御意見をいただきたい。 

    また、近隣市の条例等の指定期間や減免についての条件等 

は、把握しているか。 

 

 ●  今回の審議会資料にはなく、前回の審議会資料にて提示し 

た内容では、昭島市、福生市、あきる野市が、公開樹林につ 
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いての条例規則等で定めております。指定期間については、

概ね、１０年間の指定期間が多数であり、樹林地に係る税金

（固定資産税、都市計画税）については、９０パーセント免 

除や８０パーセント免除。また、年間１平方ｍにつき、税額

合計に２０円を加えた額に面積を乗じた額を減免している市

もある。 

 

 ○  市内には、都市公園の西大单樹林公園があるが、そこの契 

約関係はどうなっているのか。 

 

 ●  契約については、地権者と市で１０年間の無償契約を締結

している。その土地に係る固定資産税や都市計画税の全額免

除を行っている。その関係もあり、公開樹林地に指定をされ

る場合については、その借地に係る税額については、全額免

除になるかと思う。 

 

 ○  契約交渉の際には、地権者に対して、具体的な税額の減免

についての提案はされたのか。 

 

 ●  公開樹林地として、市に管理をまかせていただけるのであ

れば、当該保存樹林地に係る固定資産税や都市計画税を免除

をする考えは伝えたが、市や職員、また、市民を信用してい

ないので、契約には応じない旨の対応であった。 

 

 ○  市や職員、また市民に対して、かなりの不信感を地権者が 

   抱いているようだが、何か過去にあったのか。 

 

 ●  市や職員に対しての不信感については、契約の際の話しの

詳細は控えさせていただくが、市民に対しての不満について

は、ゴミの不法投棄で処分費を４万円支払った過去や、犬の

散歩の際の糞の不始末等があり、信用をしていない旨の話で

あった。交渉の際に感じたことだが、もし、仮に市に樹林地

を借用させていただいたとしても、公開された事により市民

が樹林地に立ち入ると、先ほど、話した内容で、市民とのト

ラブルが発生する懸念が非常にあるように感じる。 
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 ○  地権者は、公開樹林になったとしても、自分自身で維持管 

理をしたいと話しているのか。 

 

 ●  自分のライフスタイルの樹林地を維持管理をしたいお話が

あり、市が取り上げないでほしいとの意思があり、市やボラ

ンティアやグリーンヘルパー等が維持管理すること、また、

市民が立ち入ること自体に、嫌悪感があるようである。 

 

 ★  では、今回の当該樹林地の市の借用については、現状での

交渉は厳しい状況なので、事務局から提案されていた、今

後、公開樹林地として市が借り受ける際の条件面（指定期間

や税額の免除）について、決定したいと思うが、指定期間

は、近隣市の状況から１０年間の指定をして、税金面に関し

ては、都市公園（西大单樹林地公園）の税額全額免除を踏ま

え、同じく全額免除をする考え方でよろしいと思うが、委員

の皆様の意見はいかがか。 

 

 ○  異議なし 

 

 ★  また、借用契約については、現状では、厳しいとのことな

ので、相続等（世代替わり）の状況を踏まえて、来る時期

に、交渉をするという考え方でよろしいと思うが、委員の意

見はいかがか。 

 

 ○  異議なし 

 

議題２について 

 

武蔵村山市グリーンヘルパー制度進捗状況について 

                   （説明者 比留間主任） 

        

事務局よりの資料説明は以下のとおり。 

 

 それでは、資料 2 の「グリーンヘルパー３級育成講座終了から

の流れ」をご覧いただく。 

グリーンヘルパー３級育成講座が平成２６年１１月に終了し、 
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終了と同日にグリーンヘルパー３級登録についての説明、グリー

ンヘルパー２級育成講座の説明及び講座終了後アンケートを行

う。ここまでは第２回緑化審議会の中の実績報告にて、ご説明し

たとおりである。 

 

平成２７年 1 月にグリーンヘルパー３級登録証及びバッチの配

布を行った。2 月にはグリーンヘルパー２級育成講座の受講者募集

を行い、受講者決定通知及び日程表を送付した。 

 

続いて、資料５をご覧いただく。その前に、グリーンヘルパー

３級登録証及びバッチをご覧いただく。写真上は、左から１級２

級３級のバッチになる。写真下は、登録証表面、裏面になってい

る。 

 

続いて、資料３「グリーンヘルパー２級育成講座受講者応募状

況」をご覧いただく。園芸コースでは３級認定者１２中１０人が

２級受講者になり、樹木コースでは１６人中４人が２級受講者に

なっている。樹木コースが少ないのではと思われる委員もいるか

もしれないが、もともと樹木コースの７人は、当初園芸コースの

受講者で、３級については両コースの講座を受講したいとの希望

があり受講していたので、実質９人中４人が２級受講者になる。 

次に「グリーンヘルパー育成講座受講者募集及び認定の流れ」

をご覧いただく。 

平成２６年 6 月に、３級受講者募集をして、２２人が受講し、

平成２７年１月に３級認定者２０人が誕生した。また平成２７年

２月に２級受講者募集をして、１３人の受講者が決定している。   

また園芸コースについては、1 級認定者候補が 1 人います。平成

２８年１月に２級認定者誕生、平成２８年 2 月に 1 級受講者募集

と続き、平成２９年 1 月に 1 級認定者が誕生し、平成２９年度中

には４人以上の 1 級認定者及び新たに３級募集をする予定であ

る。平成３４年には８人以上の 1 級グリーンヘルパーの誕生を目

標に活動している。 

 

続いて、資料４、平成２７年度武蔵村山グリーンヘルパー２級

育成講座」をご覧いただく。２級育成講座の内容となっている。 

樹木コースは、「フィールドリーダー養成講座」４日間、「植

樹や樹木の手入れ及び枯れ枝処理講座」1 日から 2 日間になってお

り、計２講座５日から６日間の講座になっている。 

 

園芸コースは、「ガーデナー入門講座初級編」６日間、「ボラ

ンティアと協働で行う花壇づくり講座」２日間になり、計２講座 8

日間の講座になっている。内容及び詳細については、資料の記載

のとおりとなっているので、ご確認をお願いする。 

 

続いて、資料 6 をご覧いただく。今後のスケジュールになる。 

平成２７年４月に「ガーデナー入門講座初級編」（２級園芸コー 
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ス）、５月に「フィールドリーダー養成講座」（２級樹木コー

ス）、７月に「第 1 回緑化審議会」、１０月～１２月に市主催の

「植樹や樹木の手入れ及び枯れ枝処理講座」（２級樹木コース） 

及び「ボランティアと協働で行う花壇づくり講座」（２級園芸コ 

 

 

ース）、１１月に「第２回緑化審議会」、２月～３月に「第３回

緑化審議会」となっている。 

 

続いて、資料 7 をご覧いただく。平成２６年度グリーンヘルパ

ー３級育成講座等のスナップ写真になる。中央にある写真、宮林

会長の「みどりのまちづくり講演会」からスタートして、共通講

座、専門講座と多々開催している。右下の写真が昨年１１月に園

芸コースの講座で植栽した三本榎史跡公園の４日前に撮った写真

になっている。以上がグリーンヘルパー制度の進捗状況等であ

る。 

 

 以上で、説明を終了。  

   

これからの議題に対する発言については以下の表記を用いる。 

 

 

  ★審議会会長発言 ● 審議会委員発言 ○ 事務局職員発言 

 

 

★  事務局より、武蔵村山市グリーンヘルパー制度進捗状況につ

いて説明があった。委員の御意見、質問はあるか。 

 

○  武蔵村山市グリーンヘルパー登録証の現物を見させていただ

いたが、登録証の認定者の生年月日が、和暦ではなく、西暦に

なっていて、発行日は、和暦である。統一はしなかったのか。 

  もう、すでに、受講者には発行済とのことであったが。 

 

●  御指摘のとおりであります。今後は、和暦での統一を図りた

いと考えます。 

 

★  登録証の裏面に今後の提案として、受講科目が終わると、判

が押される形式の登録証だと、受講者のモチベーションがあが

るのではないかと感じる。 
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また、今回の制度がうまく活用されていくと、全国の自治体

の先駆けとして、広く住民参加のみどりの保全活動に広がりを

見せ、すばらしいものになっていくのではないかと感じる。 

 

○  グリーンヘルパーの今後の活動計画についての構想はいかが

か。 

 

●  武蔵村山市グリーンヘルパー１級登録者のみではあるが、市

民等からの要望、事業者からのみどりに関する相談等、また、

市役所からは、今後のグリーンヘルパーとの関わりとしては、

青梅街道以北の狭山丘陵景観重点地区の指定で、開発行為を行

う際は、敷地内の緑化（敷地内や道路に面する部分の緑化）垣

根、柵を丘陵地の街並みとの調和について、都市計画課へ建設

等の際に市の届出が必要となっている。その際に、みどりに関

する相談や要望を、市が仲介の立場になり、グリーンヘルパー

を紹介し、みどりに関する相談等の活動の場を提供していけれ

ばと考えている。また、例えば、公園等に花壇造る、また、樹

木を植栽する際には、今までは、市が主体となり、ボランティ

アと協働で行っていたが、今後は、グリーンヘルパーに主体性

を持たせ、ボランィアの方との協働で、活動の場を広げていけ

ればとも考えている。 

 

★  関連の話ではあるが、武蔵村山市では、教育委員会では、ＥＳ

Ｐとか環境教育側面で、ゆとりの時間とかは、行っているの

か。    

    《ＥＳＰの解説》 

 

「ESP事業」とは、グリーンユーティリティーが提唱する我が国

初のビジネスモデルで、限りあるエネルギー資源と、美しい自然

環境を次世代に継承するための総合的省エネルギー手法を提案

し、「共生」を目指すものです。「ESP事業」は、常に環境改善の

目線に立ち、最新の技術情報と卓越したノウハウ、斬新なアイデ

アをもとに、対象となる事業所の現状を調査・分析し、ESPの【４

つの E】 Ecology （環境への取り組み）Energy （資源の有効

活用）Epoch （次世代への継承）Economy（経済性）を精査し、

【３つの S】Solution （問題解決策）Safety （安全確保） 
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Social （社会性）などの課題解決に向けて、【３つの P】

Produce（創造・創作）し Partner （協力者）となり Provider 

（提案者）として最良の省エネルギー手法を提案するのが使命で

ある。「ESP事業」の基本姿勢は、あくまでも”削ったり、減らし

たり”するのが目的ではなく、“現状を省みて、最良の手当てを

講じる事を意味する。 

 

● 詳しくは、把握はしていないが教育委員会では、土曜日の時間

帯に、高齢者の方々と、狭山丘陵を使った土曜日チャレンジ教室 

 というものをやっているようである。 

 

★ 学校の周りの花壇で、グリーンヘルパーと学校との協働でやっ

ていくのも良いのでは。 

 

● 後ほど、その他として、資料を提示してご説明しますが、学校

（小・中学校）と、協働事業として、市内小学校の花育の年間管

理をされていて、また、中学校で１日講座講師を行ったり、花壇

アドバイザーをされている方が居ます。すでに、学校にて活動を

されている。その方を今年度の末に、１級グリーンヘルパー（園

芸コース）に推薦したいと思いますので、資料を確認頂きたい。 

 

● すでに、先ほど会長より提案があった学校でのグリーンヘルパ

ーとの関わりについてだが、こちらの推薦書に記載のとおりであ

るが、この方を事務局として、１級グリーンヘルパーとして推薦

したいと思う。緑化審議会にて、こちらの方について、審査をし

ていただき、御承認をいただければ、市長にこの方を推薦し、決

裁をいただく予定である。 

  この方、また、この方の団体（グラシオスパートナー）が、子

供の情操教育として植物を慈しむ心の教育として、花育を教え、

事業として活動をしています。詳細は、資格、職歴、活動実績を

ご覧いただく。 

  

★ 資格や活動実績については、十分な方ですね。 

 

★ これから、このような方のような推薦があるケースに対応して 
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講師に成るべく、資格等の基準を作成するのも、判断材料とし

て良いのでは。また、怏々にしてあるのが、資格を有している

が、生態系に配慮がない方を見受けられたりするので、そのあた

りも勉強をしていただきたいと考える。 

 

● このような活動のお手伝いやこのような企画があった際に、今

回、育成をしているグリーンヘルパーが、主体となり、活動を広 

 

げていければと、考えております。 

 

★ 今の子供達に、生きる術として、活動を通じて、例えば、紐の

結び方を覚えさせることも出来る。今は、出来ない子がほとんど

である。道具の使い方とか生きる知恵を習得出来る機会にもな

る。 

 

★ 先ほど、ＥＳＰの話をしたが、昨年世界大会があり、国際ユニ

セフで元首相の小泉氏が日本から発信をしました。子供達に向け

た持続的な教育が必要である。 

 

★ 推薦書の方について、他の委員の御意見は。 

 

○ 活動の実績については、十分であり、グリーンアドバイザーの 

 認定証（公益社団法人 日本家庭園芸普及協会）を取得している

し、また、日本ハンキングバスケット協会にも登録している技術

を持っている方なので、よろしいのではないか。 

 

● この方について、参考までにですが、グリーンヘルパー２級の

園芸コースにて、ボランィアと協働で行う園芸講座があります

が、この方を講師として招き、講座を開催したいと考えている。 

  また、併せて、来年度の平成２７年度には、環境課と公園緑地

グループとで、市民提案の市民協働事業に、この方とこの方の団

体（グラシオスパートナー）が、市民協働事業にエントリーをし

ている。市役所とこの団体が協働で、市役所２階西側緑地帯エリ

アにて、花壇を設置する計画を予定しています。設置に当たり、

ハード面に関しては、公園緑地グループで、ソフト面に関して 
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は、団体（グラシオスパートナー）と市民（子供達等）での協働

作業になると思う。グリーンヘルパーとは、別の新しい事業とな

ります。 

 

★ それは、大変良い事だと思います。 

 

★ では、緑化審議会として、この方をグリーンヘルパー１級に、

推薦ということで、委員の皆様の同意ということで、よろしいか 

 

● 異議なし。 

 

● 緑化審議会委員よりの推薦同意をいただきましたので、市長決

裁をして、１級グリーンヘルパーとして認定をしたいと思う。 

 

○ その他の質問だが、議題１の保存樹林等奨励金制度についてだ

が、保存樹林地の公開に際しての条例施行規則等の一部改正の際

は、公開樹林地に指定をされた場合には、保存樹林等奨励金の支

給の要件には、該当をしない旨を記載したほうが良いと思う。 

 

● 今回、資料として、提示をした条例等改正(案)は、まだまだ、 

 これから議論をして、きちんとした形で、緑化審議会にお示しを 

 していきたいと考える。条例、条例施行規則、奨励金交付要綱等

の改正には、条例は議会の承認も必要であり、相当な時間を要す

こととなる。また、公開樹林等の件や、一部項目を追加する件に

ついても、改正する良い機会と捉え、作成をして行ければと考え

ている。 

 

★ 議題２のグリーンヘルパー制度進捗状況については、非常にう

まく進行していると感じる。市内だけなく、全国に発信をしてい 

ただきたい。学会に発表するのも良いと思う。 

 

★ ほかになければ、これで、第３回緑化審議会の議題を終了しま

す。今回の第３回の審議会を持って、緑化審議会委員の委嘱期間

の２年間が満了しますので、各委員より、２年間の委員として

の、総括と市に対しての要望事項等を発言していただきたい。 
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     各委員が、総括及び要望等、挨拶を行う。 

 

  吉田 委員 布田委員 山下委員 高橋委員 田中委員 

  宮林会長 の順。 

 

  

●  これで、平成２６年度第３回緑化審議会を閉会したいと思い

ます。委員の皆様、御苦労さまでした。平成２７年度には、武

蔵村山市緑化審議会委員の委員改選がございます。委員の皆様 

 

  には、委員委嘱にあたり、お願いをすることもあろうかと存じ

ますが、その際には、よろしくお願い申し上げます。 

   ２年間、武蔵村山市緑化審議会委員、大変御苦労さまでし

た。 

 

           

 

 散    会 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会議の公開・ 

非 公 開 の 別 

公  開                傍聴者：   ０  人 

□一部公開  

□非 公 開 

 ※一部公開又は非公開とした理由 

 

 

会議録の開示・ 

非 開 示 の 別 

開  示 

□一部開示（根拠法令等：                   ） 

□非 開 示（根拠法令等：                   ） 
 

庶 務 担 当 課  都市整備   部   道路公園    課（ 内線：２６２  ） 

（日本工業規格Ａ列４番） 

 


